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長
ちょう

　寛
ひ ろ じ

二 さん
（74歳）　長沢

黄 綬 褒 章平成 27年『秋の褒章』で、志賀町の長さん（長沢）が黄授褒章を受
章しました。50 年以上漁業に従事し、県漁協理事などを歴任。現在
も県漁協高浜支所運営委員長の立場で、漁業の発展に尽くしてます。

　

幼
い
頃
か
ら
海
が
好
き
で
、

漁
師
を
志
し
て
い
ま
し
た
。

親
に
は
反
対
さ
れ
ま
し
た
が
、

や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
、

や
っ
て
い
て
良
か
っ
た
と
感

じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
妻
の

手
助
け
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

支
え
て
く
れ
た
家
族
や
仲
間

に
感
謝
で
す
。

　

漁
業
の
発
展
の
た
め
に
は

今
後
、
後
継
者
の
確
保
が
課

題
と
な
り
ま
す
。
漁
師
は
ハ
ー

ド
な
面
も
あ
り
ま
す
が
、
海

が
荒
れ
れ
ば
漁
に
は
出
れ
な

い
の
で
、
意
外
と
休
み
が
多

い
で
す
。
昔
と
比
べ
る
と
技

術
も
進
歩
し
、
捕
れ
た
た
だ

け
の
収
入
も
あ
り
、
挑
戦
し

地方教育行政功労者表彰を報告する穴田氏（中央）

　

11
月
12
日
、
前
教
育
長
の
穴
田
實
氏
が
、

今
年
度
の
地
方
教
育
行
政
功
労
者
と
し
て
文

部
科
学
大
臣
よ
り
表
彰
さ
れ
た
こ
と
を
、
小

泉
町
長
と
守
田
教
育
長
に
報
告
し
ま
し
た
。

　

穴
田
氏
は
、
旧
志
賀
町
で
は
２
年
６
カ
月
、

合
併
後
８
年
７
カ
月
に
わ
た
っ
て
教
育
委
員

を
務
め
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
21
年
12
月
か

ら
平
成
26
年
６
月
ま
で
の
４
年
６
カ
月
、
町

の
教
育
長
と
し
て
、
学
校
教
育
の
充
実
・
生

涯
学
習
の
振
興
な
ど
、
よ
り
良
い
教
育
環
境

の
整
備
に
努
め
ま
し
た
。

　

10
月
６
日
、
文
部
科
学
省
で
の
表
彰
式
に

臨
ん
だ
穴
田
氏
は
、「
表
彰
い
た
だ
き
、
大
変

光
栄
で
す
。
今
後
も
、
一
町
民
と
し
て
、
地

域
の
た
め
に
出
来
る
こ
と
を
や
っ
て
い
き
た

い
」と
話
し
ま
し
た
。

地方教育行政功労者表彰を報告前教育長の穴田實氏

が
い
の
あ
る
仕
事
で
す
。
こ
こ

は
県
内
で
も
出
荷
が
安
定
し
て

い
る
の
で
、
海
や
漁
が
好
き
な

若
者
に
ぜ
ひ
漁
師
に
な
っ
て
ほ

し
い
で
す
ね
。

　

組
合
を
維
持
す
る
た
め
に

も
、
漁
価
低
迷
問
題
が
深
刻
で

す
。
ま
た
「
調
理
が
面
倒
」
な

ど
と
い
う
理
由
か
ら
、
若
者
の

魚
離
れ
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、

体
の
健
康
の
た
め
に
も
、
皆
さ

ん
に
は
、
魚
を
積
極
的
に
食
卓

に
取
り
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い

で
す
。

　

海
が
好
き
だ
と
い
う
気
持
ち

は
、今
も
昔
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
気
持
ち
を
持
っ
て
、
今
後

も
漁
業
の
発
展
に
尽
力
し
て
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
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有効期間満了に
伴う 更新 について
住民基本台帳カードの電子証明書の有効期間は３年です。

有効期間を更新するには、住民課で手続きが必要です。

問住民課　☎ 32-9121

　
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限

　
の
確
認
方
法
に
つ
い
て

　

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
を
確
認
す

る
に
は
、住
民
課
か
ら
交
付
さ
れ
た「
電

子
証
明
書
の
写
し
」
か
、
自
宅
の
パ
ソ

コ
ン
で
IC
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
に
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
挿
入
ま
た
は
接

触
さ
せ
、
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ソ
フ
ト
の
「
証
明

書
表
示
ツ
ー
ル
」
な
ど
に
よ
っ
て
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。
利
用
者
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
ソ
フ
ト
は
、「
公
的
個
人
認
証
サ
ー

ビ
ス
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
カ
ー
ド
に
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
有
効
期

限
で
す
。
電
子
証
明
書
の
有
効
期

限
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
が

　
遅
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
に
は
、
新
た
な
電

子
証
明
書
が
標
準
的
に
搭
載
さ
れ
、
そ

れ
を
使
っ
て
、e-Tax

で
確
定
申
告
が

で
き
ま
す
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
人
に

は
、
来
年
１
月
以
降
順
次
交
付
し
ま
す

　
更
新
は
12
月
22
日
ま
で
に

　
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い

　

来
年
１
月
以
降
の
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
交
付
開
始
に
伴
い
、
12
月
23
日

㈬
以
降
は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に

搭
載
さ
れ
る
電
子
証
明
書
の
発
行
お

よ
び
更
新
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
電

子
証
明
書
の
更
新
を
希
望
す
る
人
は
、

12
月
22
日
㈫  

ま
で
に
、
住
民
課
窓

口
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
有
効
期
間
満
了
日
の
３
カ
月
前

か
ら
更
新
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
有
効
期
間
満
了
前
に

更
新
し
た
場
合
は
、
発
行
し
た
そ

の
日
か
ら
３
年
間
の
期
間
と
な

り
ま
す
。
な
お
、
更
新
に
は
手
数

料
５
０
０
円
が
必
要
で
す
。

※
住
民
基
本
カ
ー
ド
自
体
の
発
行

は
、12
月
４
日
㈮
で
終
了
し
ま
す
。

が
、
カ
ー
ド
の
作
成
に
時
間
を
要
す
る

こ
と
か
ら
、
交
付
申
請
が
集
中
し
た
場

合
、
実
際
の
交
付
が
２
月
以
降
に
遅
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
確
定
申
告
を
控
え
た
時

期
に
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子
証

明
書
の
有
効
期
間
満
了
を
迎
え
る
人

は
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子
証

明
書
の
有
効
期
間
更
新
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

住民基本台帳カードの電子証明書を利用する皆さまへ



広報しか
2015.12

8

給与公表町
職
員

（２）職員の初任給の状況
区　　　分 一般行政職 技能労務職
大　学　卒 163,600 円 ―

高　校　卒 142,100 円 139,500 円
中　学　卒 ― 131,500 円

 06　勤務時間そのほか勤務条件
（１）勤務時間の概要（窓口業務職員、一部施設勤務職員を除く）

（平成 27 年４月１日現在）

開始時刻 午前 8時 30 分

休憩時間 正午～午後 1時

終了時刻 午後 5時 15 分

1週間の勤務時間 38 時間 45 分

勤務を要しない日 土曜日・日曜日

（２）一般職員の年次有給休暇の取得状況
平成 26 年 平成 25 年
8.8 日 9.1 日

　年次有給休暇は1年につき20日付与されます。残日数は20日を限度と
して翌年に繰り越すことができます。

（３）育児休業・部分休業、育児短時間勤務の状況（平成 26年度）

区　分 育児休業 部分休業 短時間勤務

男　性 1 人 0 人 0 人
女　性 7人 2 人 0 人
計 8人 2 人 0人

　職員は３歳に満たない子を養育するため、町長などの承認を受けて、
３歳に達する日まで育児休業を取得することができます。

　職員は小学校の就学の始期に達するまでの子を養育するため、町長な
どの承認を受けて、部分休業の取得や当該職員が希望する日および時間
において勤務できる育児短時間勤務をすることができます。

（２）職員給与費（平成 26 年度普通会計決算）
職員数 給　　与　　費 一人当たり

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計Ｂ 給与費 B/A

254 914,293 90,529 331,059 1,335,881 5,259
人 千円 千円 千円 千円 千円

１　職員手当には、退職手当は含まれていません。
２　町長、副町長、議員などの特別職の給料、報酬などは含まれていません。
３ 　職員数は、平成26年4月1日現在の人数です。

（２）　定員管理の数値目標（全会計）
平成 22年４月１日～平成 27 年４月１日における定員管理の数値目標
平成22年4月1日
職員数

平成27年4月1日
職員数 増減数 増減率

377 人 339 人 △38 人 △10.1 ％

 02　職員の平均給料月額、初任給
（平成 27 年４月１日現在 )

（１）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況
区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 44.2 歳 310,400 円 340,200 円
技能労務職 51.3 歳 265,300 円 277,200円
１　「平均給料月額」とは一般行政職および技能労務職の職員の基本給（給料月

額）の平均です。
２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時

間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均です。

03　期末・勤勉手当
（平成26年度支給割合）

区　　分 支給割合 加算措置
期末手当 2.60 月分 職制上の段階、職務の級などによ

る加算・役職加算　５％～ 15％勤勉手当 1.50 月分
　勤勉手当の支給割合は成績率ごとに異なります。
　記載している支給割合は、平成26年度における平均的な支給割合です。

 04　特別職の報酬　　　　（平成 26 年度）
特別職のうち町長、副町長、教育長、議会議員の給料、報酬、期末手当
区　分 給料・報酬月額 期末手当（支給割合）

町　　長 840,000 円 6月期　1.40 月分
12月期　1.65 月分
12計期　3.05 月分

副　町　長 625,000 円
教  育  長 595,000 円
議　　長 284,000 円

町長・副町長・教育長（職責加算40/100）

議長・副議長・議員（職責加算15/100）
副　議　長 244,000 円
議会議員 230,000 円

 05　職員数の状況　　
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由 ( 各年４月１日現在）

部　　門 平成27年（A) 平成26年（B) 増減数（A-Ｂ）
一般行政部門 216 人 219 人 △    3 人
教育部門 34 人 37 人 △    3 人

公営企業会計など 87 人 90 人 △    3 人
合計 337 人 346 人 △    9 人

【主な増減理由】・退職者の不補充による減　・体育施設の指定管理導入

町職員の給与は、国家公務員や民間企業とのバランスを考
慮して給与条例などで定められています。その内容や人事
行政の運営状況・取り組みについて、より公平性と透明性
を高めるため、皆さんにお知らせします。

01　総括
（１）人件費（平成 26 年度普通会計決算）

人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率
（26年度末） 　　　Ａ 　　　Ｂ Ｂ／Ａ

21,786 14,611,061 120,530 2,095,962 14.3
人 千円 千円 千円 ％

１　人件費には、一般職の職員の給料や職員手当のほか、町長、副町長、議員な
ど特別職に属する職員の給料や報酬などを含みます。

２　人口は、平成 27 年 3月 31 日現在の住民基本台帳に基づいて記載しています。

問総務課　☎32-9311
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全額が社会保険料
控除の対象です

納めた国民年金保険料は  07　分限・懲戒処分の状況
（１）分限処分の状況

区分 降任 免職 休職 降給
平成26年度 0 人 0 人 1 人 0 人
平成25年度 0 人 0 人 1 人 0 人
　分限処分は、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合など、職
責を充分に果たせないなどの一定の事由がある場合、その職員に対して
行われる処分です。

（２）懲戒処分の状況
区分 戒告 減給 停職 免職

平成26年度 0 人 0 人 0 人 0 人

平成25年度 0 人 0 人 0 人 0 人
　懲戒処分は、職員に非違行為があった場合や職務を怠った場合、非行
があった場合になされる処分です。

 08　公務災害などの状況
区　分 公務災害 通勤災害 計
平成26年度 1 件 1 件 2 件
平成25年度 0 件 1 件 1 件
　職員が公務災害、通勤災害を受けた場合に、受けた災害に対する補
償を迅速かつ公正に行い、併せて社会復帰の促進、職員およびその遺
族の援護を行う制度です。

 09　職員の健康診断など受診の状況
区　分

受診者（受診率）
平成26年度 平成25年度

定期健康診断 342 人  （98.3％） 335 人  （96.0％）

胃 部 検 診 92 人  （26.4％） 105 人  （30.1％）

大腸がん検診 134 人  （38.5％） 143 人  （41.0％）

肺 が ん 検 診 300 人  （86.2％） 300 人  （86.0％）
　職員の福祉の増進と行政能率の向上を図るため、労働安全衛生法
および志賀町職員安全衛生管理規程に基づき健康診断を実施し、職
員の健康管理を図っています。

10　研修の状況
（１）町研修会・講習会　　　　　　　　 （平成 26 年度）

研修会名 開催回数 受講者数
人事考価評価者研修 2 回  67 人
新 規 採 用 職 員 研 修 2 回    7 人
原 子 力 防 災 講 習 会 2 回  45 人

特定個人情報保護研修会 2 回 108 人

法 制 執 務 研 修 2 回  32 人
その他研修・講習会 ３ 回  ６ 人

（２）派遣研修　　　　　　　　　　　　 （平成 26 年度）
研修区分 期　　間 受講者数

石川県市町村職員研修所 １日～４日 42 人
そ の 他 研 修 機 関 １日～４日  7 人
石 川 県 １年  1 人
　職員の勤務能率・資質の向上のため、各種研修会の開催、職員研
修所などへの派遣を実施しています。

国民年金保険料は、社会保険料控除として
課税所得から控除され、税額が軽減されます。
申告の際は、「社会保険料控除証明」の
準備をお忘れなく！

　自身の保険料だけでなく、配偶者や家族（大学生）の

負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その

保険料も合わせて控除が受けられます。

　平成27年中に納付した国民年金保険料について、

社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申

告の際に、領収証書など保険料を支払ったことを証明

する書類が必要です。

　国民年金保険料を納付した人には、日本年金機構本

部から『社会保険料（国民年金保険料）控除証明書』を送

付していますので、申告書に必ず添付してください。

  『社会保険料（国民年金保険料）控除証明書』は
 11月中旬に送付 しています

※だだし、平成27年10月１日から12月31日までの
間に、今年初めて国民年金保険料を納めた人へは、

平成28年２月上旬 に送付します。

控除対象

平成27年１月～ 12月中に納めた保険料全額

※過去の年度分や追納保険料なども含みます。
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　税法上とても有利な国民年金
は、老後はもちろん不慮の事故な
ど万一のときにも心強い味方です。
そのためにも保険料は納め忘れの
ないようきちんと納めましょう。

問住民課　☎ 32-9121
問七尾年金事務所　☎ 0767-53-6511


